
 

 

 

登別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における実費徴収に

係る補足給付事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第５９条第３号に規定する実費徴収に係る補足給付を行う事

業（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の

例による。 

（事業の内容） 

第３条 この事業は、支給認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者の

子どもが、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育

又は特例保育（以下「特定教育・保育等」という。）の提供を受けた場合にお

いて、当該支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費

用又は行事等への参加に要する費用等（以下「実費徴収額」という。）の一部

を給付するものとする。 

（対象者） 

第４条 給付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、特定教育・保育等

の提供を受けている子どもの支給認定保護者であって、次の各号に掲げる者

とする。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単給世帯

を含む。）に属する者 

（２）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）によ

る支援給付受給世帯に属する者 

（３）その他これらに準ずる者として市長が認める者 

（対象経費） 

第５条 給付の対象となる実費徴収額の種類及び限度額は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）給食費（法第１９条第１項第１号に規定する小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに係る副食費相当額に限る。） 児童一人当たり月額４，

５００円 

（２）日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する

費用又は行事への参加に要する費用（特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）第１３条第



 

 

 

４項第１号、第２号、第４号、第５号及び第４３条第４項各号に規定する

費用に限る。） 児童一人当たり月額２，５００円 

（給付費の額） 

第６条 給付費の額は、前条に定める種類ごとに限度額の範囲で特定教育・保

育等を提供した特定教育・保育施設又は地域型保育事業者の長（以下「施設

長」という。）に対し、対象者が現に支払うべき実費徴収額に相当する額とす

る。 

（交付申請等） 

第７条 給付費の交付を希望する対象者（以下「申請者」という。）は、登別市

実費徴収に係る補足給付費交付認定申請書（別記様式第１号）を施設長を経

由して、市長に提出するものとする。 

２ 施設長は、前項の申請書を受領したときは、速やかに支給対象となる子ど

もに係る実費徴収額内訳書（別記様式第２号）を添付して市長に提出するも

のとする。 

３ 対象者は、施設長を代理人と定め、給付費の請求、受領、物品購入等に関

する権限の委任・準委任契約を締結し、相殺予約するものとする。 

（交付決定等） 

第８条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容等を審査し、

給付費の交付の可否を決定したときは、実費徴収に係る補足給付費交付決定

通知書（別記様式第３号）又は実費徴収に係る補足給付費不交付決定通知書

（別記様式第４号）により施設長を経由して、申請者に通知するものとする。 

（返還等） 

第９条 市長は、前条の給付費の交付の決定を受けた対象者が次の各号のいず

れかに該当するときは、その決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその

決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

（１）第４条に規定する対象者でなくなったとき。 

（２）虚偽その他不正な手段により給付費の支給を受けたとき。 

２ 市長は、申請者から委任を受けた施設長が次の各号のいずれかに該当する

ときは、交付した給付費の全部または一部を返還させることができる。 

（１）虚偽その他不正な手段により給付費の交付を受けたとき。 

（２）給付費を他の用途に使用したとき。 

（３）給付費の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づき市長

が付した条件に違反したとき。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 



 

 

 

附 則（平成２９年告示第５３号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 



 

 

 

別記様式第１号（第７条関係） 

登別市実費徴収に係る補足給付費交付認定申請書 
 

（あて先）登別市長 
 

次のとおり実費徴収に係る補足給付費交付の認定を申請します。 

記入日   年  月  日          

利 用 

施設名 

 
（
支
給
認
定
保
護
者
） 

申 

請 

者 

現
住
所 

〒  －  

登別市    町  丁目 

利用開
始年月 
(入園年月) 

  年  月 
電話

番号 
 －  －  

氏
名 

フリガナ  

↓きょうだいが同一施設等を利用する
場合は、まとめて記入してください。 

 印 

児
童
に
関
す
る
情
報 

年齢・ 

クラス 

フリガナ 認定区分 
(1号・2号・
3号) 

生年月日 
児童名 

 
歳児 

クラス 

 
号   年  月  日 

 

 
歳児 

クラス 

 
号   年  月  日 

 

 
歳児 

クラス 

 
号   年  月  日 

 

 
歳児 

クラス 

 
号   年  月  日 

 

 
歳児 

クラス 

 
号   年  月  日  

委任状及び同意書 
↓給付費を受けられる場合には、次の事項を確認の上、□にチェック☑を記入してください。 
（利用施設等における代理受領について） 

□ 実費徴収に係る補足給付費の認定に伴い、特定教育・保育施設等の利用に係る実費徴収の補

足給付費の請求、受領、物品購入等に関する権限を、利用施設等の長を代理人と定め委任しま

す。また、補足給付費については、支払時期が到来しているか否かにかかわらず、登別市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業における実費徴収に係る補足給付事業実施要綱（以下

「要綱」という。）第６条に規定する給付費の額を、利用施設等の長が徴収する実費徴収額と対

当額で充当することについて了承し、その旨を報告します。 
（個人情報について） 

□ 認定にあたっては、審査に必要な範囲で登別市が保有する私の世帯の生活保護情報、税務情

報等の公簿、または利用施設等が有する在籍期間、保護者徴収金台帳等を閲覧及び調査するこ

とに同意します。 

□ 本申請の内容及び同意して得た情報を受給資格審査、給付費の額の算定又はその付帯業務の

ために登別市が利用することに同意します。 
（要綱の遵守について） 

□ 認定にあたっては、要綱に規定する内容を遵守することに同意します。 

 



 

 

 

別記様式第２号（第７条関係） 

実費徴収額内訳書 

 

年  月  日  

 

登別市長 様 

 

施設・事業所 

所在地 

施設名 

施設長名           印 

 

 当施設の実費徴収額を次のとおり報告します。 

支給対象児童名  

実 費 徴 収 額 

徴収月 種類 内容（※） 徴収額 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

年  月 
給食費 １号認定児に係る副食材料費 円 

教材・行事費等  円 

※教材・行事費等の実費徴収の内容を記入してください。  



 

 

 

別記様式第３号（第８条関係） 

 

年  月  日  

 

          様 

 

登別市長 

 

実費徴収に係る補足給付費交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました実費徴収に係る補足給付費の

交付について、次のとおり決定しましたので、通知します。 

対 象 児 童 名  

利 用 施 設 名  

補足給付費の種類と

交付決定額 

給食費 

（副食材料費） 

円  

（上限額 １月当たり４，５００円） 

教材・行事費等 
円  

（上限額 １月当たり２，５００円） 

備   考 

認定要件を満たさなくなったときや、虚偽その他不正な手

段により交付を受けたときは、決定を取り消し、交付した

給付費相当額の全部又は一部の返還を求めることがありま

す。 

 

 

 

 



 

 

 

別記様式第４号（第８条関係） 

 

年  月  日  

 

           様 

 

登別市長 

 

実費徴収に係る補足給付費不交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました実費徴収に係る補足給付費の

交付について、次の理由により交付しないことを決定しましたので、通知しま

す。 

 

対 象 児 童 名  

利 用 施 設 名  

不交付の理由 

 

 

 


